
「令和６年度 生活習慣病重症化予防事業に係る企画提案公募」に関する質問と回答
令和６年７月18日掲載（最終更新）

番 公募要領・仕様等 質 問 内 容 回 答
号 の項目

１ 企画提案仕様書５ 「作成した医療機関への受診を促す通 「作成した医療機関」とは、質問後段にあるような特定の医療

（２） 知書（略）の発送を行う」とありますが、ここ 機関を指すものではありません。

でいう「作成した医療機関」とは何を意味 企画提案仕様書の該当項目５（２）前段に記載ある「（前略）受

しているのか。未治療者や中断者が対象 診勧奨対象者（治療中断者及び未治療者）に対し、医療機関へ

抽出のレセプト発行元である医療機関へ の受診を促す通知書の資材を作成～」を受けて、その後作成し

の受診を促すということを想定しています た「通知書」の発送を行うという意味です。

か。

2 企画提案仕様書５ 受診勧奨対象者のリストは、保険者別に お見込のとおりです。

（ 1 ） 提出は必要でしょうか。

3 企画提案仕様書５ 通知書の発送スケジュールの目安はご 企画提案仕様書に示した内容で、実施可能なスケジュールを

（２） ざいますか。 提案してください。

4 企画提案仕様書５ コールセンターの設置は必要でしょうか。 企画提案仕様書に示した内容で、設置有無を含めて提案して

（４） ください。

5 企画提案仕様書別 外字の対応が難しい場合、カナ氏名で これまでの事業実施では外字対応しているため、可能な限り

紙 1 （１） キ 送付することは可能でしょうか。 対応が必要な事項であり、契約前調整の状況で判断されること

となります。

６ 企画提案仕様書別 ・提供データについて（１） 別途協議の上、必要と認められるデータは提供可能と考えま

紙 1(2) レセプト以外部分について、以下形式で頂 すが、質問で掲げた（ B ）のデータは提供不可となります。
くことは可能でしょうか。

以下（ A ）～（ C ）の以下のいずれかをご
提供頂けないでしょうか。

＜形式＞

１．被保険者マスターデータ



（ A ）国保総合システム 特定健診等被保

険者データ(KD_IF015)
（ B ）市町村事務処理標準システム 被保

険者資格データ(EUC 個人資格情報ファ
イル)

（ C ）国保総合システム 被保険者異動報

告データ(資格情報ファイル(世帯・個人))

７ 企画提案仕様書別 ・提供データについて（２） 別途協議の上、必要と認められるデータはいずれも提供可能

紙 1(2) 以下形式で頂くことは可能でしょうか。 です。

＜形式＞

２．特定健診検査データ

特定健診検査データのうち、以下のファイ

ル形式でご提供いただく事は可能でしょう

か。

① FKAC131 特定健診受診者 CSV ファイ
ル

② FKAC163 特定健診結果等情報作成

抽出（健診結果情報）ファイル

③ FKAC164 特定健診結果等情報作成

抽出（その他の結果情報）ファイル

８ 公募要領８ 企画提 沖縄県様が重視する内容をご提案書に 配点表の公表はしておりませんが、基本的な審査基準につい

案書の審査 反映したく考えており、配点表をご共有い て以下のとおりとなっております。

ただくことは可能でしょうか。もし難しけれ
ば、審査基準をご教示いただくことは可能 【審査基準（基本）】
でしょうか。 １．業務の目的や方向性に沿った提案であるか。

２．業務を円滑かつ誠実に遂行できる組織体制及び業務計画で
あるか。
３．当該委託業務の遂行に有効な、具体的で実現性が高い手法
が提案されているか。
４．独自提案項目が主要な業務にとって有効なものかどうか。
５．業務提案に見合う適切な経費が見積もられているか。



９ 公募要領 提案書の内容及びプレゼンテーションの 問題ありません。

際に会社名の記載及び発言を行うことは

問題ないでしょうか。


